
（農業経営統計調査） 

 
審査メモで示された論点に対する回答 

（Ｒ３.５.19 農林水産省 大臣官房統計部 経営・構造統計課） 

 
１ 今回申請した変更事項 

（１）調査の重点化（ロングフォーム・ショートフォームの導入） 

（変更内容） 

経営統計調査について、調査事項を「基本項目」と「詳細項目」に区分し、個人経営

体のうち、副業的経営体については、基本項目のみ回答を求める  

 

（論点） 

１－１．主業経営体及び準主業経営体に重点化することとした背景・必要性は何か。 

（回答）

 

 

 

 

 

  

資料５ 
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１ 国の機関が実施する統計調査（公的統計の作成）については、「公的統計の整備に

関する基本的な計画」において、報告者（調査対象経営体）の負担軽減が規定されて

いるところ。 

このような中、経営統計調査については内容が詳細で、調査対象経営体の負担が非

常に大きい調査となっており、個人経営体の高齢化が進む中、今後の調査継続のため

には報告者の負担軽減は喫緊の課題となっている。 

 

 ２ 他方、農林水産省の地方統計職員については、直近10年間で職員数が半減するとと

もに、平均年齢は50歳を超え今後10年間で多くの退職が見込まれている。このため、

調査員による調査を推進しているものの、調査結果の審査・集計は職員によらざるを

得ないことから、これら調査担当者の負担軽減を図ることも必要である状況にある。 

 

３ 経営統計調査は、農業政策のＥＢＰＭに資することが求められているものの、上記

の課題に対応するためには、統計の利活用と報告者負担や統計リソースとのバランス

を考慮し見直しを行っていく必要があるところである。 

 

４ 一方、我が国の農業を支えているのは、経営規模や年齢などが多様な経営体である

が、食料・農業・農村基本計画における「効率的かつ安定的な農業経営」を実現する

「担い手」が我が国農業の大宗を占めるよう、農林水産省としても、将来に向けて、

我が国の農業の「担い手」となる経営体に対する各種施策を実施しているところであ

る。 

従って、本調査の実施に当たっても、それら「担い手」に相当する経営体の情報を

重点的に把握する優先度が高くなっている。 

この「担い手」については、広義・柔軟な概念であり、所得や規模などの数値を用

いた定義がされていないところであるが、近似する概念として、農林業センサスで定

義する「主・副業分類」による「主業経営体」及び「準主業経営体」とすることとし

た。 

   なお、「主・副業分類」は、「農業の担い手の確保と農業所得への依存度の程度の組

み合わせ」によって区分されているところであり、自営農業に年間60日以上従事する

65歳未満の者の有無により「主業・準主業経営体」と「副業的経営体」に区分されて

いるが、年間60日以上としているのは、60日の農業労働の投下により１人の最低生活

ができるという過去の調査結果に基づく考えである。（下図参照） 
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（論点） 

１－２．調査票の配り分けが発生する主業・準主業と副業を、『自営農業に60日以上従

事している65歳未満の世帯員』の有無によって区分しているが、高齢でも自営農

業に従事する者が少なくないと思われる。経営に関する情報を収集する本調査の

目的を踏まえて、この区分で線引きをすることは適切と言えるのか。 
（回答） 

 １ 個人経営体用の調査票を主副業別区分により配り分けるに当たり、母集団情報（2020

年農林業センサス）から経営耕地面積別の農業経営体数を確認したところ、主業・準

主業経営体（約37.1万経営体）では10ha以上が全体の９％程度、20ha以上が全体の５％

程度となっている一方、副業的経営体（約57.2万経営体）では10ha以上が全体の１％

程度、20ha以上が全体の０％程度（ほぼ出現しない）となっている。 

 

経営耕地面積別にみた主副業別農業経営体数 

単位：経営体（％）  

 全体 10ha 以上 20ha 以上 

主業・準主業 370,629（100.0） 33,425（9.0） 17,088（4.6） 

副業 571,525（100.0） 6,512（1.1） 1,814（0.3） 

注１：表は、経営統計調査の母集団となる経営体数を経営耕地面積により区分して集計 

２：平成 30 年営農類型別経営統計（個別経営体）の水田作経営における主業経営体の平均経営耕地 

面積は 10.9ha であることから 10ha を区切りとして整理 
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２ また、副業的経営体の所得分布を令和元年の経営形態別経営統計の結果で確認した

ところ、農業所得500万円以上が全体の７％程度、1,000万円以上が全体の１％程度で

あった。 

 

 

 

 ３ 同様に75歳以上の副業的経営体の所得分布を確認したところ、農業所得500万円以上

が全体の６％程度、1,000万円以上が全体の１％となっており、65歳以上での分布とお

おむね一致している。 

農業所得別にみた副業的経営体数 

単位：経営体  

 全体 500 万円以上 1,000 万円以上 

65 歳以上 1,257（100.0） 90（7.2） 15（1.2） 

75 歳以上 410（100.0） 23（5.6） 3（0.7） 

資料：農業経営統計調査「令和元年営農類型別経営統計（個人経営体）」 
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４ 以上のとおり、副業的経営体は、経営耕地面積、農業所得のいずれの観点でみても、

小規模かつ零細な農業経営体が大宗を占めていることから、65歳により線引きを行い、

調査票を配り分けることに大きな支障はないと考えているところであり、それにより、

個人経営体の経営実態を効率的に情報収集が可能であるとともに、報告者負担の軽減

も実現できるものと考えている。 

 

 

（論点） 

１－３．基本項目と詳細項目の区分は、どのような考え方によりなされているか。 
（回答） 

個人経営体に対する調査事項について、我が国の農業の経営実態の把握に必要な事項

を「基本項目」と位置付け全ての個人経営体で把握する一方、農業経営の維持・発展等

の状況を把握するために必要な項目を「詳細項目」と位置付け、主業経営体及び準主業

経営体を対象に基本項目と合わせて把握することとしたものである。 
  基本項目と詳細項目の内容については、以下の考え方により区分したところ。 
 
１ 「基本項目」については、１年間の経営活動の成果（もうけ）を表す損益計算書ベ

ースの項目としており、農業を含む事業収入・経費・所得の状況を外観的に示すもの

である。とりわけ、農産物収入については、作物別の販売収入のみならず、作付面積

や生産数量、販売数量等、関連する項目についても把握し、経営状況の分析・評価に

資するデータを整備することとしている。 
こうしたことから、農業経営における収入・支出及び所得については、当年の農業

経営をめぐる事情（気象、作柄、需要等）を反映したものとして、各種政策の評価と

して重要視される。 
 
２ これに対して、「詳細項目」は、①農業経営を維持・発展するための体力（＝財

力・資本）の尺度を把握するものとして、貸借対照表ベースの項目に加え、②多角経

営の状況を把握・分析するための情報を把握するものとして、農業に関連する事業の

収支状況に関する項目としている。 
農業政策の柱として位置付けられているところの「担い手」による「効率的かつ安

定的な経営」を育成・確保していくためには、将来にわたって「担い手」となり得る

経営体に対してこれら詳細項目の報告を求め、より詳しく経営状況を把握することが

重要と考えられる。 
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（論点） 

１－４．基本項目については、ロングフォーム調査票とショートフォーム調査票の双方

に共通しているが、調査票上の並びが異なると、集計時にミスが発生したり、二

次利用の際の利便性が損なわれる懸念がある。ついては、ロングフォーム調査票

においては、基本項目、詳細項目の順に並べ、ショートフォーム調査票の基本項

目と同じ並びとするなどの配慮が必要ではないか。 
（回答） 

１ 個人経営体用（ロングフォーム・ショートフォーム）の調査票における調査事項の

並びについては、双方の調査票に共通して、 

① 調査票の前半部分には、税務申告資料からの転記項目（損益計算書、貸借対照表

（ロングフォームのみ））を集約、 

② 後半部分には、税務申告資料からは転記できない農作物の生産概況、制度受取金

の内訳、労働時間等の項目等を集約 

しており、報告者である農業経営体が記入しやすいレイアウトとなるよう調査票を設

計したところであり、ロングフォーム調査票とショートフォーム調査票の項目の並び

を合わせると転記項目がバラバラに配置される等、報告者が記入しにくくなると考え

ている。 

 

並びを統一した場合の調査票の構成例 

〇 ショートフォーム調査票   〇 ロングフォーム調査票 

１．現況（共通項目）     １．現況（共通項目） 

２．損益計算書【転記項目】     ２．損益計算書【転記項目】 

３．事業収支の概要【転記項目】    ３．事業収支の概要【転記項目】 

４．土地面積      ４．土地面積 

５．生産概況、農産物・受託収入    ５．生産概況、農産物・受託収入 

６．制度受取金・積立金等     ６．制度受取金・積立金等 

７． 労働の概要      ７．労働の概要 

         ８．貸借対照表【転記項目】 

         ９．投資と資金調達の状況 

        10．主要農業固定資産の状況 

        11．指定品目関係 

        12．農業生産関連事業収支 

 

２ なお、集計については、調査票の違いを考慮したシステム開発を行うことでミスが

発生しないようにする。 

 

３ また、従来は個別経営体と組織法人経営体とで異なっていた調査票ファイルのデー

タレイアウトについて、政府共通のオンサイト利用における利便性向上に資するよ

う、個人経営体用（ロングフォーム・ショートフォーム）及び法人経営体用とでデー

転
記
項
目
が
離
れ
た
場
所
に
配
置 

詳
細
項
目 
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タレイアウトを共通化するよう検討を進めており、調査事項の並びが異なることによ

り二次利用の際の利便性が損なわれることはないものと考えている。 

 

 

（論点） 

１－５．詳細項目を副業的経営体に求めなくなることで、作成される統計に支障はない

か。 
（回答） 

詳細項目を農業経営の維持・発展等の状況を把握するために必要な項目と位置付けて

いることからも、副業的経営体に対しても報告を求める優先度は低いと考えている。 

また、利活用の面でみると、①貸借対照表に関しては行政ニーズが必ずしも高い訳で

はないこと（組替集計依頼：平成30年０件、令和元年１件）、②農業生産関連事業に関

しては農業生産関連事業に取り組む調査対象経営体がほとんど出現しなかったことか

ら、把握範囲を限定しても大きな問題が生じないと考え、利用者のニーズの高い調査事

項に重点化することとしたものである。 

 

 

（論点） 

１－５の補足． 
基本項目と詳細項目、それぞれ異なった方法で集計することになるのか。 

（回答） 

  今回の変更により、基本項目については、農業経営体全体としての１経営体当たりの

平均値を計算する一方、詳細項目については、主業及び準主業の範囲での１経営体当た

りの平均値となる。 

今回、２種類の調査票（基本項目、詳細項目）を用いて調査を実施するが、集計方法

については違いはなく、従来と同様に加重平均により１経営体当たりの平均値を算出す

ることとしている。 

 

 

（論点） 

１－６．本調査は、５年間標本固定されるが、５年の間に、世帯員の年齢が65歳を超え

た場合、区分が変更され、調査票も変更されるのか。 
（回答） 

１ 標本が固定される５年間に主副業別区分が変更された場合には、それに応じて調査

票も変更することとしている。 

 

２ 主副業別区分については、例えば経営主の子息が就農した場合、当該経営体が副業

的経営体から主業・準主業に変更されること等、後継者の就農状況により流動的とな
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る区分であることから、集計上、主副業別区分を５年間固定することは適当ではない

と考えている。 

 

３ 経営統計調査では、これまでも主副業別区分で集計・公表してきており、調査開始

前に農業所得の依存度、営農類型の変更、労働力の状況等、経営状況について確認

し、５年の調査期間中に主副業別区分の変更があった場合には集計区分も変更してき

たところ。 

ロングフォーム・ショートフォーム方式導入後も、集計区分を適切に変更する観点

からこれまで通り調査開始前に経営状況等を確認し、65歳未満の家族労働者がいない

場合にはショートフォーム調査票を配布するものである。 

 

 

（論点） 

２．申請された調査計画では、「基本項目」「詳細項目」の用語が、以下のとおり多義的

に用いられる結果になっており、調査計画内での整合が図られていない。 
区分 調査計画での記載 内容 

調査票の表題 ・個人経営体用（詳細項目） 

・個人経営体用（基本項目） 

「詳細項目」とは、全ての調査事項、つまり、

集計事項一覧でいう「基本項目」と「詳細項目」

の両方を意味するものとして使用 

（「諮問の概要」４頁の説明と異なる） 

集計事項一覧 Ⅰ 営農類型別経営統計 

１ 個人経営体（基本項目） 

２ 個人経営体（詳細項目） 

「基本項目」は全ての個人経営体に回答を求め

る事項、「詳細項目」は副業的経営体以外に回答

を求める事項という意味で使用 

（「諮問の概要」４頁の説明と同じ） 

ついては、調査票の表題について現状のままでは不適切であり、 
例えば、以下のような表題に修正する必要がある。 

（案１）「個人経営体用（主業的経営体・準主業的経営体）」、「個人経営体用（副業的経営体）」 

（案２）「個人経営体用（詳細調査）」、「個人経営体用（基本調査）」 

（案３）「個人経営体用（A票）」、「個人経営体用（B票）」 
（回答） 

（案２）「個人経営体用（詳細調査）」、「個人経営体用（基本調査）」 

のとおりとさせていただきたい。 
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（論点） 

３．生産費調査についても、経営統計調査と同様のロングフォーム・ショートフォーム

方式は導入できないのか。 
（回答） 

 生産費調査は、農産物及び畜産物の生産に要するコストを調査することを目的として

いるため、コストを構成している全ての費用について把握する必要があり、調査対象経

営体により把握する費用が異なるものではなく、経営統計調査と同じ考え方によりロン

グフォーム・ショートフォーム方式を導入することはできない。 
 なお、これまでも総額のみ把握できれば良いとした費目については詳細な内訳までは

求めないこととする等の見直しをしてきたところであり、行政ニーズも踏まえ、今後も

報告者の負担軽減に努めてまいりたい。 
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（２）調査事項の見直し等 

（変更内容） 

調査事項の一部について、別添１に掲げる変更を計画 

 
（論点） 

１．今回削除する調査事項について、把握の必要がないとする理由は何か。 

（回答） 

 今回削除する主な調査事項は、①自動車・農機具の保有状況、②農業生産関連事業、

③法人経営体における臨時雇用者の年齢別従事者数・労働時間等となっている。 

 

①については、保有台数とその購入金額や減価償却費の相関等を検証するために把握

してきたものであるが、自動車・農機具の仕様や性能が多様化する中で、台数と金額の

相関が弱まってきており、今回把握を取りやめることとしたものである。 

 

②については、農業生産関連事業に取り組む農業経営体は非常に少なく、またそのほ

とんどが農産加工に集中しており、農産加工以外がほとんど出現しないことから、今回、

農業生産関連事業の総額のみを把握することとし、内訳の把握は取りやめることとした

ものである。 

 

③については、農業経営の法人化による規模拡大が進展する中で、雇用労働の規模も

拡大してきており、調査対象経営体からは「収穫作業等の農繁期に多数雇用する臨時雇

用者についてまで詳細に把握するのは負担感がある」との意見が挙げられたことから、

今回一括的な把握に改めることとしたものである。 

 

 

（論点） 

２．調査事項の見直しに当たり、調査現場の意見は確認したのか。 

（回答） 
  調査の見直しに当たっては、調査現場や報告者の意見を把握した上で、実現可能な改

善意見については調査票に盛り込む等の見直しをしたところである。 

なお、主な改善意見については、以下のとおりである。 
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No. 調査票アンケートによる改善意見 対応状況

1
金額入力欄における記入桁線が確認しづらく、
記入ミスの要因となっている。

金額記入欄の記入桁線の明確化。
（Ｒ３年調査票より改善）

－

2
調査経営体の現況が把握しやすいように「【１】
現況」の項目を拡充して欲しい。

【１】現況に、
・世帯主の性別、年齢
・直接販売の有無
・農業生産関連事業の有無
を追加

3
「【２】損益計算書」の入力項目について、白色
申告で使用する「収支内訳書」と整合性がとれ
ていないので、入力に時間がかかる。

「【２】損益計算書」において、「青色申告決算
書」及び「収支内訳書」の該当項目Ｎｏを追加

4
「【９】制度受取金・積立金等」の積立金の発生
の有無が分かるようにして欲しい。

「【９】制度受取金・積立金等」において、積立
金が該当しない記入欄に斜線を追加
（Ｒ３年調査票より改善）

－

5

「【10】労働の概要」の臨時雇用者の把握につ
いて、臨時雇用は、家族や常用雇用と違い、短
期間で複数人雇用するため、男女別・年齢別
の把握は大変労力がかかる。

利活用上に問題がないことを確認し「【10】労働
の概要」において、これまで、家族及び常用雇
用と同じ調査票で把握していた臨時雇用者の
労働時間いついて、男女別のみの把握とし、個
人毎、年齢毎の把握を廃止

調査票アンケート結果を反映した調査票の見直し事例

経 営 主 男 女
歳

従事者 ① 男 女
歳

1 2 3 4

区　分 性　別 年齢

家族・雇用の別

農　　　業
労働時間
（時間）

農　業　生　産

関　連　事　業

労　働　時　間

（時間）

家族

常用雇用者
臨　時
雇用者

７ヶ月

未満の

雇用者

７ヶ月

以上の

雇用者
  うち、

  農作業受託

     （時間）1 2 3 4

いずれか１つに○を記入してください。

⑱ ㋸

⑲ ㋾

⑳ ⑩

㉑ ㋻

農作業に必要な衣類・靴・帽子等の購入費

共済掛金、農用車両の保険料・共済掛金

農用建物、構築物、農機具、生物等固定資産の減

価償却費

販売に要したダンボール等の資材代金、運賃、検

査料等

作 業 用 衣 料 費

荷 造 運 賃手 数料

農 業 共 済 掛 金

減 価 償 却 費

　
経

　
　
費

科　　目

青色

申告

決算書

No

収支

内訳書

No
説　　明
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（論点） 

３．現状の利活用実態を踏まえると、報告者負担を軽減し、調査を円滑に実施するため

にも、継続的把握が必要な調査事項を精査し、それ以外の調査事項を削減する余地が

あるのではないか。 

（回答） 

  経営統計調査は、調査対象経営体の負担が大きい調査であると認識しており、今回の

見直しにおいても、副業的経営体に対する報告者の負担軽減を図ったところである。 

 

報告者の負担軽減に関しては、不断の見直しが必要であると認識しているが、他方、

農業経営体全体で把握することとしている経営収支項目については、ＥＢＰＭに資する

データとして、食料・農業・農村基本計画において地域別・営農類型別に詳細な農業経

営モデル分析を行っており、今後も継続的に把握する必要がある。 

 

現状の利活用状況を踏まえると、更なる調査事項の削減が容易ではない中ではあるが、

農林水産省では、農業経営管理ソフト等に記録されたデジタルデータから調査事項を抽

出し、調査項目に変換するシステムを開発する等、項目削減によらない報告者の負担軽

減を検討しており、令和３年度予算においてプロトタイプシステムの作成に向けた調達

手続きを進めているところである。 

スマート農業など農業ＤＸが促進されている社会背景もあり、これら技術進展も見据

えつつ、それらを活用し、報告者の負担軽減や効率的な調査の実施に努めてまいりたい。 
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（変更内容） 

調査事項の一部について、前年度の回答をあらかじめ調査票に印字し（プレプリント）、

その確認・修正により回答を求める方式を実施 

 

（論点） 

１．プレプリントは、どのような範囲、調査事項について行うか。 

２．プレプリントする事項としない事項は、どのような考え方で分けているか。 

（回答） 

１ プレプリントは、本調査の調査事項が多い中、報告者の負担軽減を図るため、継続

して調査を行う調査対象経営体については経営の概況、固定資産、土地の面積など通

常前年からの変動が少ないと見込まれる事項をプレプリントする一方、各支出項目な

ど毎年必ず変わるような事項についてはプレプリントしないこととしている。 

なお、畜産物の生産費調査については、例えば、牛乳生産費において生産費の中で

も大きなウェイトを占めている牛の減価償却費を１頭ごとに厳密に算出を行ってお

り、この費用を正確に把握するため１頭ごとの飼養状況を把握する必要があるが、飼

養頭数が多い中で１頭ごとに履歴情報を調査対象経営体から聞き取ることは多大な労

力を強いることになる。このため、報告者の負担軽減を図る観点から、調査対象経営

体が登録している農家団体コードにより（独）家畜改良センターが所管する「牛個体

識別台帳データ」から牛の出生・死亡、異動等の情報を取得し、調査期間内の牛の取

引状況をプレプリントした調査票を用いて、購入・売却の取引金額等を調査対象経営

体により記入してもらうこととしている。 

 

２ プレプリントは全ての調査票について実施することとしており、調査事項について

は以下のとおり。 

 

 ア 経営統計調査 

調査票種類 調  査  事  項 

経営統計調査共通 

【１】現況 

【５】投資と資金調達の状況 

【６】主要農業固定資産の状況 

【７】土地面積 

【８】生産概況 

【10】労働の概要 

【12】農業生産関連事業収支 

（注）調査事項の【 】は個人経営体用（詳細調査）の事項番号である。 
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イ 生産費調査（農産物生産費） 

 

ウ 生産費調査（畜産物生産費） 

（注）畜産物生産費共通の調査事項の【 】は牛乳生産費の事項番号である。 

 
  

調査票種類 調  査  事  項 

農産物生産費共通 

【１】経営の概況 

【６】借入金（買掛未払金を含む。）及び支払利子 

【７】建物及び構築物（土地改良施設を含む。）の所有状況 

【８】自動車（自動二輪・三輪を含む。）の所有状況 

【９】農業機械（生産管理機器を含む。）の所有状況 

【11】土地の面積及び地代（所有地及び借入地） 

米 【13】飼料用米の作付状況、費用及び労働時間（個別経営） 

調査票種類 調  査  事  項 

畜産物生産費共通 

【１】経営の概況 

【６】借入金（買掛未払金を含む。）及び支払利子 

【７】建物及び構築物（土地改良施設を含む。）の所有状況 

【８】自動車（自動二輪・三輪を含む。）の所有状況 

【９】農業機械（生産管理機器を含む。）の所有状況 

【13】地代（所有地及び借入地） 

牛   乳 【11】搾乳牛の所有状況 

子牛、育成牛・肥育牛 【２】調査対象畜の取引状況 

14



（３）標本設計の変更 

 

（変更内容） 

農林業センサスの母集団情報が更新されること、前回の変更において新たに設定して

いた目標精度の達成状況等を踏まえ、報告者数を変更 

 
（論点） 

１．今回の目標精度及び報告者数の見直しは、どのような考え方により行われたか。 

（回答） 
前回申請時において、調査の一部（経営統計調査の法人経営体については、ほとんど

の区分）で新たに目標精度を設定したところであるが、実績精度は目標精度に近傍した

結果が得られたことや、利活用上大きな支障は見られなかったことから、大きな見直し

は必要ないと判断したところ。 

一方で、農業経営統計調査（経営統計調査及び生産費調査）の結果は、食料・農業・

農村基本計画をはじめとした各種政策立案のための基礎資料として、また、各種交付金

等の算定に利用されている。加えて、公表した結果だけでなく、二次利用（行政におけ

る経営統計調査を活用した経営モデルの作成や、交付金等算定のための多種・多様なシ

ミュレーション、学術利用によるコスト負荷の要因解析など）にも重要である。 

こうしたことから、これら利活用ニーズに対応するため、サンプルサイズの維持を念

頭に、一部の区分について目標精度を改め、必要最小限のサンプルサイズの変更を行っ

た。 

 

１ 経営統計調査 

ア 個人経営体 

   ① 水田作経営及び酪農経営は、北海道へのサンプルサイズの集中を避ける観点か

ら、北海道と都府県とに区別していた設計を、全国一つの設計とした。 

  ② 耕種経営は、母集団サイズの小さい花き作経営を除き、目標精度を 3.0 で設定

した。 

  ③ 畜産経営は、母集団サイズの小さい採卵養鶏経営及びブロイラー経営を除き、

目標精度を 4.0 で設定した。 

 ④ その他経営（注）は、1)当該営農単独での公表は行わないこと、2)全体の推計

にのみ用いられること（経営形態別経営統計の集計）から、各階層（５階層）に

10 標本ずつの計 50 標本とした。 

   （注）その他経営には、芝、花木、軽種馬、養蜂などが含まれる。 

 

イ 法人経営体 

   ① 法人経営体は引き続き増加傾向を示しているものの、依然として母集団サイズ

としては小さいという状況に鑑み、その他経営を除き、目標精度を据え置いた。 
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  ② その他経営は、1)当該営農単独での公表は行わないこと、2)全体の推計にのみ

用いられること（経営形態別経営統計の集計）から、各階層（５階層）に５標本

ずつの計 25 標本とした。 

 

２ 生産費調査 

  目標精度については、以下の生産費調査について変更し、これら以外の生産費調査

については据え置いた。 

 

品目名 変更前 変更後 

１．目標精度を上げた 

 ① 米（都府県） 
 ② 二条大麦 

 ③ はだか麦 

 ④ 去勢若齢肥育牛 

 

  2.0 
  5.0 

  5.0 
  2.0 

 

  1.5 
   4.0 

  4.0 
  1.0 

２．目標精度を下げた 

 ① そば 

 ② 大豆（都府県） 

 ③ 原料用かんしょ 

 ④ てんさい 

 

  5.0 
  3.0 
  3.0 

   2.0 

 

  5.5 

  3.5 

   3.5 
   2.5 
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（論点） 

２．本調査は「関東」など地域ごとにも公表されているが、目標精度の設定については

「北海道」と「都府県」のみの設定となっており、地域ごとに設定する必要はないか。 

（回答） 
１ ご指摘のとおり、地域ごとに目標精度を設けることで、より精度の高い結果を得ら

れるものと考える一方で、地域区分を増やし、それぞれの地域に目標精度を設けるこ

とは、調査対象経営体数の増加につながるものと考える。 

 

２ また、経営統計調査においては、農業経営動向統計調査として平成７年に実施して

以来、地域に対する目標精度設定は行ってはいないが、これまでも利活用などに支障

を来したことはない。 

 

３ このため、地域ごとに設定する必要はないと考える。 

 
（論点） 

３．前回の答申において、経営統計調査の法人経営体及び生産費調査の組織法人経営体

の報告者数を拡充する計画に対して、「農業経営体の構造変化や調査結果の利活用目

的を踏まえたものであることから、適当である」とされているが、今回の変更におい

て、経営統計調査の法人経営体の報告者数が削減されている。 

  これはどのような理由によるものか、前回の答申で示された趣旨に反しないか。 

（回答） 
 １ 経営統計調査の法人経営体については、水田作経営を除き、それ以外の経営の全て

において、令和元年調査から初めて目標精度を設定し、サンプルサイズを算出したと

ころである。 

 

 ２ 当調査のサンプルサイズ算出のため、過去３年分の実績精度（変動係数）を基に、

目標精度に応じたサンプルサイズを算出しているが、令和元年調査から初めて目標精

度を設定したサンプルサイズを算出するに当たって、過去の精度の低い結果（これま

では目標戸数として、５～１０程度のサンプルサイズを設定していた）や、調査結果

で不明な階層は農林業センサスの母分散（金額について、グレードで把握されてお

り、振れ幅等大きい）を活用したことから、変動係数の振れ幅が大きくなり、サンプ

ルサイズが過大になっていたものと考える。 

 

 ３ また、今回 2020 年農林業センサスを母集団情報としたことで、直近の農業構造が

反映されたことに伴い、ご指摘のとおり営農類型別にはサンプルサイズが減少したと

ころもあるものの、サンプルサイズそのものは増加した営農類型もあり、構造変化を

踏まえたものである。 
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 ４ なお、法人経営体のサンプルサイズの総数では、若干減少しているが、前回と今回

とで大きな差異が見られなかったことから、その他経営を除き、目標精度を据え置い

て設計した。 

  

５ 以上の観点から、前回の趣旨には反していないものと思料する。 
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（論点） 

４．今回から個人経営体については、主業・準主業、副業別に調査事項の範囲を変える

こととされているが、標本設計の考え方や、報告者の選定手順において、主業、準主

業及び副業の区分を考慮しない理由は何か。 

《質問の趣旨》 

経営統計調査の個人経営体については、経営規模別に階層を設けて無作為抽出す

ることとされているが、主業・準主業・副業の区分（調査票の配り分けが行われる）

を考慮した選定とはなっていない。 

そのため、面積規模が小さい経営体について報告者を選定した結果、調査事項が

少ない副業的経営体が多く選定されてしまうことも考えられる。 

今回から個人経営体については、主業・準主業、副業の区分で調査事項の範囲を

変更することとされているが、報告者を選定した結果として、主業経営体及び準主

業経営体について、必要なサンプルサイズが確保できなかったということになるお

それがあるのではないか。 

（回答） 
１ 経営統計調査の調査結果では、従来から主副業別のそれぞれについて、加えて、全

国農業地域別や農業地域類型別（中山間地域の結果）といった調査結果についても提

供してきたところである。これらの調査結果のために、特別な設計は行っておらず、

また復元推計においても、推計に用いる拡大乗率を標本に乗じた比率（万分比）で主

副業別の構造を比較しても、農林業センサスと概ね一致しており、結果として主副業

別の構造を捉えた設計となっているものと思料する。 

 

 

２ 一方で、今回の見直しでは、主業・準主業と副業的経営体とで調査事項に濃淡をつ

けた調査へと変更することを計画しているが、調査結果の復元は主副業に区分するこ

とが主目的ではなく、調査事項についても、経営収支に係る項目の削減を行っていな

いことから、設計を大きく変える必要はないものと考えたところ。 

 

３ 加えて、仮に主業・準主業経営体と副業的経営体とに区分して標本設計を行うと、

現在の倍の区分が設けられることになるため、膨大なサンプルサイズ（少なくとも、

現在の倍以上）になるものと見込まれることから、調査対象経営体への負担増や調査
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実施の立場においても、大きな負担増につながるものと考える。 

 

４ なお、標本設計は変えないが、主業・準主業と副業とのサンプルサイズの構成を維

持するとの観点から、2020年農林業センサスの結果を踏まえた主業・準主業と副業と

の比率を選定段階で配慮し、主業・準主業と副業の構成を現在以上に精緻に行うよう

工夫してまいりたい。具体的には、例えば水田作経営の0.5ha未満の階層の母集団構成

（主副業別）が主業・準主業と副業とで６割と４割になっている場合には、選定段階

で配慮して主業・準主業を６割選定、副業を４割選定するという方法で標本選定を行

うこととしたい。 

 

５ また、集計値の公表に当たっては、主副業別の拡大乗率に用いた分布の状況を提供

し、復元推計について検証可能となる情報を提供（注）するとともに、主副業別の実

績精度についても示すことで、利用者の利便性に配慮してまいりたい。 

（注）利用者の利便性のため、これまでも復元する結果の規模や地域別と所得等の分布構造の状況を公表してきた。 
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（４）公表時期の繰下げ 

 

（変更内容） 

概要の公表時期について、次のとおり変更 

 

 
（論点） 

１．経営統計調査の結果について、一般ユーザーへの情報提供に支障は生じないか。 

（回答） 
経営統計調査については、これまでも恒常的に公表時期が２か月の遅延となっている

が、遅延している要因としては、経営統計調査は、農業全体を網羅したものであること

から、これらの項目についての増減要因や関連項目との整合性等を審査（4,500経営体）

するとともに、調査結果の営農類型間、個人・法人などの関係性を審査・分析している

ことによる。 

今のところ利活用上の支障があるという声は把握していないものの、当方としても速

やかに公表すべきと考えている。 

 
 
（論点） 

２．生産費調査について、てんさいと畜産物だけに公表の繰下げが必要となるのは、特

別の事情によるのか。 

（回答） 

１ 畜産物の生産費調査は、畜産・酪農経営安定対策における交付金単価の算定に直接

的に用いられるなど、国の財政支出に直結する重要な統計であり、「酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針」の検討にも用いられるなど幅広く利用されている。

牛乳生産費や育成牛・肥育牛生産費を例にすれば、牛を１頭ごとに飼養状況を把握す

るとともに、牛に給与した飼料等を詳細に把握しており、審査に当たっては、数値の

正確性や変動要因、調査項目の分類の妥当性等を審査し、特に、牛の個体差や飼養形

態の違いなどにより飼料給与量や労働時間が過小・過多になっていないかなどの審査

が必要であるといった事情がある。 
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２ てんさいは北海道の輪作体系において重要な作物であり、てんさいの生産費調査

の審査・分析に当たっては、他の輪作作物である原料用ばれいしょ及び大豆の生産

費調査と一体的に行う必要がある。加えて、てんさいの生産費調査の調査対象経営

体の約４割は原料用ばれいしょや大豆の生産費調査も調査しており、輪作体系の中

で同一農機具を使用した場合の各作物の負担割合など、他の輪作作物の生産費調査

の動向やその要因を一体的に審査する必要があるといった事情がある。 
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○ 調査経営体の日常行動をそのまま調査項目把握につなげるＤＸの活用ができれば、調査対象経営体
及び地方組織双方にとって負担軽減。

〇 可能なものから、ＤＸ導入できるよう検討を進めているところ。

スマート農業技術（DX）の活用による調査票情報取得に向けた検討（案）

調査票に取込

①スマホやIC
チップ等を活
用して労働時
間を把握でき
ないか？

変換API
を活用し、
把握した
データを
調査票の
費目デー
タに集約

収支 作業履歴 生産管理

土地利用型
（稲作、畑作物）

施設園芸

酪農

肉用牛

養豚

○
○
会
計

△
△
簿
記

××農業管理

○○計画

△△ナビ

○○牛
生産管理

××
ノート

××ポーク
△△協会独自開発システム

経営管理ソフトから
データを抽出

Ｒ３年度要求

経営統計
調査

例えば、

②税務申告
ファイルから
調査票を作
成できない

か？

候

補

選

択

スマホにデータ入力

生産費調査

＜税務申告書＞

生産費把握の効率的手法
について仮説設定

税務申告書用の共通フォーマットを
活用し、調査事項を自動入力

仮説に基づき、作物別・
費目別にデータを作成

有識者等による研究会
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〇 農業へのDX（スマート農業）活用の流れが加速化し、農業に係る各種データは「紙ベース」から
「デジタルベース」に移行。

〇 農業経営統計調査も、①対面からオンラインに、②紙からデジタルによる調査に移行。
〇 デジタル行政推進の中で関連する調査事項の増加によるデータ増も見込まれる。
〇 一方、R4は移行の過渡期であり、農業情勢を踏まえた報告者負担減の調査設計に配慮が必要

令和以降の
調査スタイル

平成までの
調査スタイル

【調査票】
紙ベース

【実査・報告】
対面基本

【審査】
人海戦術

【調査事項】
絞り込み

【集計・公表】
データ限定

現在
（R3）

○年後

【調査票】
デジタルベース

【実査・報告】
オンライン

【審査】
AI活用

【調査事項】
関連データも取得

【集計・公表】
データ増

農業経営統計調査における「今後のあるべき姿」のイメージ

農業へのDX（スマート農業）進展

デジタル
ベース

紙ベース

従
来
の
農
業

ス
マ
ー
ト
農
業

紙の調査票からデジタルデータ
の活用に移行

多
い

少
な
い

少
な
い

多
い

調査負担

取得可能なデータ量

移行の過渡期
（R4）
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（参考）現在の調査とDXを活用した調査の比較（イメージ）

（対面、電話等）

記入に係る
照会等

（対面）

調査票の
説明・配布

（手作業）

調査票記入
農
経
調
の
公
表

調査票配布

現

状

標本選定 質疑応答・調査票記入 調査票回収

D
X
の
活
用

（対面）

調査の
お願い

（対面）

記帳内容を
確認・回収

オンライン

（自動入手）

調査員（職員）
による入力・報告

標本選定

（対面又は郵送）

調査の
お願い

調査に係る負担が解消

eMAFF
農水省共通申請サービス

農家の負担

デジタル行政データ

〇 スマート農業（経営管理ソフト）から得られる
データには、作物毎の肥料投入量、圃場やハウス単
位のデータなど、負担が大きく入手が難しかったキ
メの細かな関連データが含まれており、これらの幅
広いデータ収集・統計化が可能に。

〇 これらの農業経営に関連するデータを分析・活用
して、農業経営を深堀することが可能に。

〇 経営管理ソフトの活用により、現状、対面を中心とした調査工程が、大きく負担の少ない工程に。
〇 デジタルデータの活用により、調査誤差（記入間違い）や負担の減少により、調査拒否が減少。
〇 財務諸表（損益計算等）、概況（耕地面積等）に加え、深堀した関連データの入手も期待。
〇 eMAFFとの連携により、行政情報と紐づけた調査項目の把握や関連データの入手も可能に。

（手作業）

経営管理ソフト
のデータ

新
た
な
経
営
指
標

農家、研究者、行政等
の幅広いユーザー

① 調査に係る負担解消に伴い、
公表の早期化（早期のデータ
入手）が可能に

② 従来の公表結果に、「新た
な経営指標」を加えることで、
今まで以上に、ユーザーが総
合的な分析や判断を行うこと
をサポートすることにつなが
ることも期待

※ 新たな経営指標として、作
物別・圃場別の施肥種類別投
入量、農薬種類別投入量、詳
細な作業別の労働時間、市況
等ビックデータ活用を想定市況、気象、国際

相場等の関連
データ
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スマート農業技術（DX）活用で目指すもの（経営統計調査の場合）

これまで 今後

報告者 ・紙ベース調査で負担感が大きい ・調査の同意だけで協力でき負担感が大きく減少

統計業
務職員

・対面調査がほとんどで、集計や分析・審査も人海戦
術による業務スタイルが基本のため業務時間短縮化
が進まない

・最大で５割程度業務時間短縮となり、職員削減への対応
が可能となるほか、分析・審査や情報発信の時間を多く
確保できる

・調査計画と実態で乖離が生じている
　　１０月（計画）　→　１２月（実態）

・まずはR4年からの調査計画で実態との乖離を解消
　　現行計画　１０月　→　新計画　１２月

・その後、業務効率化により公表期日の前倒しを進める
　（備考）
　最大５割業務削減の実現時期は未定だが、実現できれば
３～４カ月前倒し公表(初秋頃)が可能

・公表日以降に関係省庁へ情報提供

・業務効率化を進める中で、現行公表期日を前倒して可能
な限り早期に情報提供

・公表データが確定した時点で関係省庁へ情報提供
　　例えば、牛乳乳製品統計調査や木材統計調査では、
　経済産業省に対して月次調査結果を公表日の１営業
　日前に提供し、鉱工業生産指数に反映

１．
業務の
効率化

２．
公表時期の
早期化

３．
省庁連携の
加速化
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２ 統計委員会諮問第 116 号の答申（平成 30 年 11 月 22 日付け統計委第 13 号）における

「今後の課題」への対応状況等について 

  本調査については、統計委員会の諮問第 116 号の答申において、前回の変更を踏まえ

て、（１）～（５）の検討課題が指摘されている。 

 

（１）生産費調査の調査対象区分の検討 

【前回の変更（令和元年調査からの変更）】 

・経営統計調査については、調査対象区分を「個人経営体」と「法人経営体」に変更。 

・しかし、生産費調査については見直しを行わず、引き続き「個別経営体」と「組織法人

経営体」のまま。 

 

 

【課題の要旨】 

・生産費調査の調査対象区分を経営統計調査に合わせる必要はないか検討する。 

（注）公的統計基本計画に計画事項としても記載 

 

（論点） 

１．生産費調査の区分を経営体調査と同様、「個人経営体」、「法人経営体」に変更した場

合、利活用上著しい支障はあるのか。あるとしたら、具体的にどのようなことか。 

（回答） 

生産費調査と経営統計調査では、下図のとおりそれぞれの調査の目的、利活用等が異

なる調査となっている。 

変更前 変更後

個別経営体
（世帯による農業経営。法
人化したものを含む。）

個人経営体

組織法人経営体
法人経営体
（法人格を有する世帯の経営
体を含む。）

個別経営体 個別経営体

組織法人経営体 組織法人経営体

経営統計調査

生産費調査

変

更

な

し
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１ 経営統計調査は、我が国の農業経営体の経営収支の動向を把握しているが、これは

法人格の有無による税制上の措置や交付される補助金（農業経営法人化支援事業）に

違いがあり、これに伴う費用構造が変化することから、非法人である「個人経営体」

と法人格を有する「法人経営体」に区分して把握する必要がある。 

   なお、経営統計調査の調査対象区分については、前回の申請において「個人経営体」

と「法人経営体」へ見直したが、これは、前々回の答申における課題への対応も踏ま

えつつ、①報告者の負担軽減のため、日々の取引の記帳から税務申告に用いる決算資

料からの転記とする方式に見直し、②これに伴い、税務申告に用いる決算資料の様式

が個人経営体と法人経営体で異なる（個人は定型の様式、法人は不定型の様式）こと

から、それぞれの様式に応じた調査項目（調査票）に見直すといった変更を行ったと

ころである。 

 

２ 一方、生産費調査は、当該農畜産物の生産を維持・継続するため、販売価格と生産

費との差額を補てんすることなどにより経営の安定を図るための交付金の算定等に利

用されている。このため、生産活動に焦点をあて、当該農畜産物の生産を維持・継続

するために消費された費用と労働力を把握してきたところであり、経営統計調査と同

様の「個人経営体」「法人経営体」に区分して把握する必然性がない。 

  生産費調査は交付金等の算定に直接利用されており、仮に、生産費調査の調査対象

区分の変更により生産費結果に差異が生じれば、数億円規模で財政支出に影響する可

能性があり、利活用上の混乱・支障が生じることとなるため、継続的な生産費結果が

必要とされているところである。 
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    こうしたことから、生産費調査については、これまでと同様「個別経営」の区分

を基本として調査を継続する。 

   なお、米、小麦及び大豆については、主に中山間地域における生産構造の変化の

実態として個別経営（所謂、家族経営）が集まり集落営農化してきた背景があり、

労働力も「個別経営」と「組織法人経営」とで大きく異なる（注）ことから、「個

別経営」と「組織法人経営」を区分して把握しているところ。 

    また、農林水産省としては法人化を推進しているところであるが、現時点、法人

化はまだ途上であり、母集団サイズから調査設計できる品目とできない品目がある

状況となっている。米、麦類、大豆以外については母集団サイズも小さく調査設計

が難しいことから、今後の法人化の進展を踏まえて検討してまいりたい。 

    （注）令和元年米生産費の結果を見ると、１経営体当たりの家族員数（構成員数）は個別経営で３．２人、 

組織法人経営体で１９．８人。 

 

 

（論点） 

２．統計利活用者からすると、経営統計調査と生産費調査の対応関係が分かりやすいこ

とが望まれるところ、公表形態等で工夫する余地はないか。 

（回答） 

経営統計調査と生産費調査の対応関係については、前頁の図を踏まえ、利用者に混乱

を生じさせることがないよう、公表時の「利用者のために」の項目に付けている体系図

において関係が分かるよう工夫してまいりたい。 

 

（この課題に関連する今回の変更内容） 

経営統計調査について、前回設けられた「法人経営体のうち組織法人経営体」の集計を

削除 

 
（論点） 

○ 「法人経営体のうち組織法人経営体」を削除する理由は何か。 

生産費調査において、引き続き「個別経営体」「組織法人経営体」の区分で調査を継

続することが計画されている中にあって、経営統計調査と生産費調査相互の利活用に

係る利便性の観点から、引き続き、集計すべきではないのか。 
（回答） 

農林水産省では、2020年農林業センサスの結果を踏まえて令和４年(2022)から新たな

母集団情報に基づく調査体系を構築することとし、令和元年から令和３年までの３年間

を接続期間として個別法人経営体及び組織法人経営体の結果表章も行うこととしている

（参考）加工原料乳生産者補給金の場合 

仮に、調査対象区分の変更により生産費結果に差異が生じ、交付金単価が 0.03 円／㎏変動すると、交付

対象数量（345 万ｔ）を乗じた交付金総額の差異は約１億円 

○加工原料乳生産者補給金は、前年度の補給金単価✕生産コスト等変動率により算出 
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が、令和４年以降については、これらの表章を取りやめることとしている。 

ただし、令和４年以降においても省内政策担当部局や一般ユーザーから個別法人経営

体や組織法人経営体の結果提供が依頼された場合には、統計法第32条・同法第33条の規

定によりデータ提供することとしており、利活用上の支障は生じないと考えている。 

なお、経営統計調査では、毎年数千ページにも及ぶ報告書を作成しているが、集計区

分が多すぎて検索できないとのユーザーの声があることから、調査結果として結果表章

（e-Stat掲載）すべきものと二次利用としての特別集計で対応すべきものを峻別するこ

ととしており、これにより統計の一覧性の向上と業務の効率化の両立を図っているとこ

ろである。 

 

 

 （２）～（４）については省略。 
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（５）オンライン回答の推進の検討 

【課題の要旨】 

本調査における現行のオンライン回答率は１％にも満たない状況で推移していること

から、報告者が回答しやすく、分かりやすい電子調査票への見直しやオンライン回答に

よるインセンティブが働くような情報提供等、オンライン回答率向上方策について検討

する。 

 

（論点） 

１．過去５年間のオンライン回答の推移はどのようになっているか。 

（回答） 

農業経営統計調査におけるオンライン回収率（過去５年間）は、以下のとおり。 

 
 

 

（論点） 

２．そもそも１％にも満たない状況が続いていることについて、その理由と今後の見通

しについて、どのように考えているか。 

（回答） 

１ オンライン回収率が向上しない要因としては、農業経営体側の事情として、 
① 2020年農林業センサス結果（概要）から明らかになったようにデータを活用した
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農業を行っていない経営体が８割を超えている中で、税務申告等の作業は会計事務

所任せとしている経営主が多いこと、経営内でパソコンを使用していないこと、高

齢の方が多い中でパソコンの操作に不慣れな方や、そもそもパソコンを所有してい

ない経営主が多いこと、 
② ５年間継続して調査をお願いする中で、継続した年にはこれまでどおりの調査協

力しか依頼できず、無理にオンラインでの協力を依頼すると調査拒否に繋がるおそ

れがあること 
などがあげられる。 

 
２ 一方、現状を変えていく努力は必要との認識に立ち、令和元年では全ての調査対象

経営体にパンフレット、ユーザーＩＤ、初期パスワードを配布し、オンライン報告を

依頼する取り組みを行ったところであるが、更なるオンライン報告の推進を図るため、

継続して取り組んでいるところである。 
上記取り組みの成果（０．３％→１．３％）はあったものの、地道な依頼取り組みで

はオンライン回答向上に限界があると考えている。 
 

（論点） 

３．結局のところ、調査事項が多すぎ、オンライン回答になじまない事情が大きいので

はないか。 

いわゆる「入口」である調査事項の大幅な取捨選択を図らずに、「出口」であるオン

ライン回答について検討を重ねても、実効性が上がらないのではないか。 
（回答） 
１ 農業経営統計調査は調査事項が多くオンライン報告になじまないといった面はある

ものの、これまでも調査項目の簡素化のため行政利活用上必要な項目に絞ってきたと

ころであり、これ以上の調査項目の大幅な簡素化は難しいと考えている。 
 
２ このような中で、更なるオンライン回答の推進を図るためには、農業現場で既に電

子化されたデータの活用や農業経営に係る日常行動の把握など調査項目の把握の仕方

にＩＴを導入していく必要がある。 
こうしたことから、令和３年度予算により農業経営管理ソフトから調査項目データ

を抽出する取り組みを始めることとするほか、今後の取り組み課題として、 
① スマホやＩＣチップ等の活用による労働時間の把握 
② 税務申告ファイルからの効率的把握 

  を位置付け、スマート農業技術（ＤＸ）の活用検討を進めている。 
 
３ また、オンライン回答によるインセンティブが働くような取り組みも必要であり、

令和３年度予算において、農業経営統計調査結果を用い、農業経営に関する情報をオ

ープンデータ化する実証・研究を進めていくほか、経営統計調査（個人経営体）にお

いては、青色申告決算書の項目番号などを調査票に明記しオンライン回答がしやすい

ような改善にも取り組んでいくこととしている。 
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